
令　和 年　度

公　　　示　　　用

設　   　  計　　     書

業 務 名 青葉中央公園ほか３公園照明灯補修業務

札 幌 市　厚 別 区　土 木 部

元



総 委 託 費 円

業 務 委 託 費 円

消費税等相当額 円

業　　務　　説　　明

　　１．業務説明

　　２．業務大要

　　３．業務期間

　　４．仕様書

　　５．特記仕様書

　　　　　すること。

　　　（７）業務の遂行において仕様書等に明示されていない事項があるとき、または疑義が生じた場合は、速やかに担当

　　　　　職員と協議し定めるものとする。

　　　（８）安定器の処理について

　　　（９）北海道電力に対して、使用電力の変更の申請を行うこと。また、申請書の写しを提出すること。

　　６．提出成果品

　　　１）　報告書　　（Ａ４版）　　 １部

　　７．納品先等

　　　　各資料および電子データを、厚別区土木部に納品すること。

札　　幌　　市

　　　　　　　　　　　　　　　　　業　務　名　　　　　青葉中央公園ほか３公園照明灯補修業務

内　訳　　

本業務は、青葉中央公園、もみじ台東公園、しらゆき公園、もみじ台しらかば公園の老朽化した照明灯を補修するもので
ある。

公園照明灯具撤去・設置　35箇所
（青葉中央公園 25箇所、もみじ台東公園 6箇所、しらゆき公園 2箇所、もみじ台しらかば公園 2箇所）

　　　　契約書に示す着手の日から令和元年12月25日までとする。

　　　札幌市造園工事標準図による。

　　　（１）業務内容について、着手後、業務主任と十分協議すること。

　　　（２）本公園利用者及び補修施設付近の歩道利用者の安全管理を徹底すること。

　　　（３）使用資材の品質等について、着手後、業務主任の指示のとおりとする。

　　　（４）業務作業の日誌及び写真を提出すること。詳細は着手後、業務主任の指示のとおりとする。

　　　（５）建設副産物の処理にあたっては、共通仕様書に規定する事項のほかは、業務主任の指示のとおりとする。

①照明灯より取り外した後、本体に刻印されている型番もしくは製造番号を製造
メーカーに照会をし、PCBが含有されているかの確認を行う事。

②PCBの含有がない場合は、適切に産業廃棄物としての処理を行い、PCBの含有
がある場合は、土木センターに持参すること。

　　　（６）特定外来生物（植物）が確認された場合は、速やかに業務主任に報告の上、取り扱い等について事前に協議



施工箇所：青葉中央公園
住所：札幌市厚別区青葉町５丁目
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施工箇所：しらゆき公園
住所：札幌市厚別区青葉町２丁目



施工箇所：もみじ台東公園
住所：札幌市厚別区もみじ台東４丁目

位置図
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施工箇所：もみじ台しらかば公園
住所：札幌市厚別区もみじ台南３丁目
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